
最高裁秘書第623号

令和2年3月4日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村 」I

司法行政文書開示通知書

令和2年1月31日付け（同年2月3日受付，第014672号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

最高裁判所事件月表（令和元年12月分）

2 開示の実施方法

写しの送付

(片面で3枚）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



1．最高裁判所事件月表 （民事）

陸 ･辰言《可ノ ･
(何ンﾉ碗の_に残区1口琵畢汗致で，甲残厄勃医畢件致で，いすれも外致であり，下段（ ）数個は，並行甲立てのある事件数で内数である。 （令和2．1．15訟統印）

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜）欄の下段（ ）数値は，並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の新受の下段（ ）数値は，係属事件の内で，当月受理決定のされた事件数であり，既済・未済の下段は，受理決定のあった事件数で内数である。
〔〕数値は，分配替えがあった事件で新受計・既済計に含まれていない。
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2． 最高裁判所事件月表 （刑事）

令和元年12月分

3． 上告事件の既済区分表

(注1） ．刑事に関する掲上数は，すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は，上告受付時に被告人の
身柄が勾留中のもので内数である。
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4． 上告既済事件の審理期間表
令和元年12月分
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